
平成23年6月10日

保証の種類 セーフティネットセーフティネットセーフティネットセーフティネット資金資金資金資金 離島離島離島離島・・・・過疎地共同事業資金過疎地共同事業資金過疎地共同事業資金過疎地共同事業資金 環境対応促進資金環境対応促進資金環境対応促進資金環境対応促進資金 災害保証措置災害保証措置災害保証措置災害保証措置 災害特別保証措置災害特別保証措置災害特別保証措置災害特別保証措置

実施期間 平成２４年３月３１日まで 平成２５年３月３１日まで 平成２５年３月３１日まで － 平成２６年６月９日まで

資金使途 運転資金
運転資金
設備資金

設備資金
運転資金
設備資金

運転資金

借入限度額

①①①①　　２２２２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円
　（（（（1111給油所所有又給油所所有又給油所所有又給油所所有又はははは売上高売上高売上高売上高3333億円未満億円未満億円未満億円未満））））

②②②②　　　　　　　　３３３３，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円
　（（（（2222～～～～5555給油所所有又給油所所有又給油所所有又給油所所有又はははは売上高売上高売上高売上高3333～～～～15151515億円未満億円未満億円未満億円未満））））

③③③③　　５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円
　（（（（6666～～～～9999給油所所有又給油所所有又給油所所有又給油所所有又はははは売上高売上高売上高売上高15151515～～～～27272727億円未満億円未満億円未満億円未満））））

④④④④　　７７７７，，，，００００００００００００万円万円万円万円
　（（（（10101010給油所所有又給油所所有又給油所所有又給油所所有又はははは売上高売上高売上高売上高27272727億円以上億円以上億円以上億円以上））））

１１１１企業企業企業企業　　 　　 　　 　　 ５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円 １１１１企業企業企業企業　　　　３３３３，，，，００００００００００００万円万円万円万円

出捐者出捐者出捐者出捐者
１１１１給油所     給油所     給油所     給油所     ５００５００５００５００万円万円万円万円
１１１１企業企業企業企業　　　　　　　　１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円

非出捐者非出捐者非出捐者非出捐者
１１１１給油所     給油所     給油所     給油所     ２５０２５０２５０２５０万円万円万円万円
１１１１企業企業企業企業　　　　　　　　　　　　　　　　４００４００４００４００万円万円万円万円

１１１１給油所給油所給油所給油所　　　　２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円
１１１１企業企業企業企業　　 　　 　　 　　 ４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円

保証金額

①①①①　　　　　　　　２２２２，，，，３７５３７５３７５３７５万円万円万円万円
　　　　

②②②②　　　　　　　　３３３３，，，，３２５３２５３２５３２５万円万円万円万円
　　　　

③③③③　　　　　　　　４４４４，，，，７５０７５０７５０７５０万円万円万円万円
　　　　

④④④④　　　　　　　　６６６６，，，，６５０６５０６５０６５０万円万円万円万円

１１１１企業企業企業企業　　 　　 　　 　　 ４４４４，，，，７５０７５０７５０７５０万円万円万円万円 １１１１企業企業企業企業　　 　　 　　 　　 ２２２２，，，，８５０８５０８５０８５０万円万円万円万円

出捐者出捐者出捐者出捐者
　　　　１１１１給油所   給油所   給油所   給油所   ４７５４７５４７５４７５万円万円万円万円
　　　　１１１１企業企業企業企業　　　　　　　　　　　　９５０９５０９５０９５０万円万円万円万円

非出捐者非出捐者非出捐者非出捐者
　　　　１１１１給油所   給油所   給油所   給油所   ２３７２３７２３７２３７．．．．５５５５万円万円万円万円

　　　　１１１１企業企業企業企業　　  　　  　　  　　  ３８０３８０３８０３８０万円万円万円万円

１１１１給油所 給油所 給油所 給油所 ２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円
１１１１企業企業企業企業　　　　　　　　４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円

保証割合 ９５％ ９５％ ９５％ ９５％ １００％

借入期間 ５年 １０年 １０年
運転：５年

設備：１０年
運転：７年

（据置２年を承認）

保証料率 年０．６％ 年０．６％ 年０．４％
年０．４％

年０．８％（非出捐者）
年０．４％

保証倍率 １００倍 １００倍 １００倍 ５０倍 １００倍

対　　　象
資　　　金

(1)揮発油の仕入及び販売に要する資金 (1)共同油槽所等共同備蓄施設の設
置及び改善に要する資金

(1)地下タンク入換（二重殻化）・撤去
に要する一切の資金（撤去のみは
不可）

(2)揮発油以外の石油製品の仕入及び販売に要する資金 (2)石油製品・資材等の共同購買及
びその事業の実施に要する資金

(2)ＦＲＰライニング加工資金

(3)タイヤ、バッテリー、その他給油所で販売する各種部品・
用品の仕入及び販売に要する資金

(3)共同輸送用車両購入資金 (3)土壌汚染環境保全対策補助金交
付決定額分を除く

(4)従業員の賃金の支払いに要する資金 (4)共同公害防止施設の設置及び改
善に要する資金

(4)その他

(5)設備の改善・構築に付随する運転資金 (5)共同計算センターの設置等計算
事務の共同化に要する資金

(6)兼業事業の経営に要する一切の資金（小口個別事業用
運転資金に限る）

(6)共同宿舎等従業員の福利厚生施
設の設置及び改善に要する資金

＊緊急支援保証制度（セーフティネット資金、離島・過疎地共同事業資金、環境対応促進資金）を併用する場合の借入金の最高限度額は、

　 　セーフティネット①（満額）と他の資金を併用する場合　５，５００万円、セーフティネット②（満額）と他の資金を併用する場合　６，５００万円、
　 　セーフティネット③（満額）と他の資金を併用する場合　８，０００万円、セーフティネット④（満額）と他の資金を併用する場合１０，０００万円となります。

   ただし、平成２４年４月１日以降（セーフティネット保証終了後）、離島・過疎地共同事業資金と環境対応促進資金を併用する場合は、５，０００万円となります。
 　なお、一般保証制度、災害保証措置並びに災害特別保証措置とは、別枠になります。

　
　東日本大震災で被災された揮発
油販売業者に対して、復興に際して
金融機関から借り入れる運転資金
への保証を行う。

　対象者：東北６県、関東７県の罹災
した揮発油販売業者及び震災により
資金繰りが悪化した揮発油販売業
者

　詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは最寄最寄最寄最寄りのりのりのりの石油組合石油組合石油組合石油組合まままま
でででで問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。

緊急支援制度緊急支援制度緊急支援制度緊急支援制度・・・・災害保証制度災害保証制度災害保証制度災害保証制度

<<<<信用保証事業信用保証事業信用保証事業信用保証事業のののの概要概要概要概要>>>>

　
　特定非常災害または、激甚災害に
指定された災害であり、中央信用保
証委員会が認めた災害により被害
を受けた揮発油販売業者の復旧を
支援する。

　　　　新規新規新規新規スタートスタートスタートスタートしましたしましたしましたしました。。。。


